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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
十

月
二
十
八
日

あ
き
る
野
市
野

辺
字
横
吹
千
二

百
三
十
三
番
九

及
び
千
二
百
三

十
六
番
一
の
各

一
部

延
長

〇
・
二
六

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
九

月
十
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部武
蔵
村
山
市

延
長

四
二
一
・
四
四

幅
員一

六
・
〇
〇

榎
二
丁
目
十
一

番
五
、
十
三
番

六
、
十
四
番
三
、

同
番
九
、
同
番

十
、
三
十
六
番

五
、
四
十
五
番

六
か
ら
同
番
八

番
ま
で
、
四
十

七
番
五
、
大
南

一
丁
目
一
番
五
、

同
番
五
地
先
、

学
園
五
丁
目
四

十
三
番
二
、
同

番
五
及
び
同
番

六

〜
一
九
・
〇
〇

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部武
蔵
村
山
市

榎
二
丁
目
十
番

五
か
ら
同
番
九

ま
で
、
同
番
十

二
、
十
一
番
一
、

同
番
三
、
同
番

四
、
同
番
八
か

ら
同
番
十
ま
で
、

十
二
番
一
、
同

番
三
、
同
番
四
、

同
番
六
、
同
番

七
、
同
番
十
二
、

同
番
十
三
、
十

三
番
一
、
同
番

二
、
同
番
四
、

同
番
八
、
同
番

十
一
、
十
四
番

一
、
同
番
二
、

同
番
四
、
同
番

六
か
ら
同
番
八

ま
で
、
同
番
十

一
か
ら
同
番
十
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九
ま
で
、
三
十

三
番
六
か
ら
同

番
八
ま
で
、
三

十
六
番
一
、
同

番
七
、
同
番
八
、

三
十
七
番
一
、

同
番
五
、
三
十

八
番
一
か
ら
同

番
三
ま
で
、
四

十
四
番
十
六
、

四
十
五
番
三
か

ら
同
番
五
ま
で
、

同
番
九
、
四
十

六
番
一
、
同
番

三
、
同
番
五
、

同
番
六
、
四
十

七
番
一
か
ら
同

番
三
ま
で
、
同

番
六
、
四
十
八

番
一
、
四
十
九

番
一
、
同
番
二
、

同
番
五
、
五
十

番
十
、
大
南
一

丁
目
一
番
一
、

同
番
四
、
同
番

六
、
十
一
番
九
、

同
番
十
、
同
番

十
二
、
学
園
五

丁
目
十
番
一
か

ら
同
番
四
ま
で
、

十
一
番
一
、
四

十
三
番
一
、
同

番
三
、
同
番
四

及
び
同
番
七
か

ら
同
番
九
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
面
積
（
単

位
平
方
メ
ー
ト

ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
十

月
三
十
日

狛
江
市
西
野
川

四
丁
目
千
三
十

五
番
十
の
一
部

廃
止
面
積

〇
・
九
一

指
定
面
積

〇
・
九
一

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
大
島
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合

ひ

物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



（第18436号）東 京 都 公 報令和7年11月26日（水曜日）３

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

恋
ヶ
窪
新
田
三
鷹

二

変
更
の
区
間

国
分
寺
市
本
多
一
丁
目
四
百
十
一
番
十
二
地
先

か
ら
同
市
東
恋
ケ
窪
三
丁
目
五
番
七
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
六
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
八
王
子
町
田
線

二

指
定
す
る
区
間

八
王
子
市
狭
間
町
千
六
百
八
十
二
番
五
地
先

か
ら
同
市
館
町
二
千
七
百
十
四
番
五
十
七
地

先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
七
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
開
場
時
間
を
臨
時

に
変
更
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

種
類

橋
り
ょ
う
附
帯
施
設
（
遊
歩
道
）

二

名
称

レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
橋
り
ょ
う
附
帯
施
設

三

開
場
日
時

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
午
前
十
時
か
ら
午
後

十
二
時
ま
で

令
和
八
年
一
月
一
日
午
前
零
時
か
ら
午
後
六
時
ま

で（
通
常
午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
）
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